
（様式１）

文部科学大臣　殿

成田市長　　小　泉　一　成

１． 施設整備計画の名称

２． 計画期間

平成３１年度～平成３１年度（１年間）

（担当）

成田市教育委員会学校施設課

住所：千葉県成田市花崎町760

電話：0476－20－1585

成 教 施 第 608 号

令 和 6 年 11 月 15 日

施設整備計画の事後評価について

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

　令和2年3月31日　成田市教育委員会学校施設課にて評価

　成田市教育委員会学校施設課内にて目標の達成状況を確認し、今後の整備方針を立てる

　施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

　大規模改造（老朽）事業について、計画のとおり橋賀台小学校（西棟）について実施した。



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　中台中学校のトイレ洋式化を実施し、教育環境の質的向上を図った。

　障がい者用トイレの設置などバリアフリー化が完了していない成田小学校（屋内運動場）に、多目
的トイレの整備を実施した。
　玉造中学校校舎外壁のアスベスト除去を行い、法令に適合させ、安全・安心な教育環境を確保し
た。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

成田小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 屋 - R1.12～R2.3 R2.3.31

玉造中学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 屋 - R1.10～R2.3 R1.12.12

橋賀台小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R1.6～R2.3 R2.3.16

中台中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R1.6～R2.3 R1.11.14

中台中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 - R1.6～R2.3 R1.11.14

大栄地区統合小・中学校（仮称） （５） 33 中学校武道場（新築）柔・剣道場等 屋 Ｒ R1.6～R2.3 - 事業見直しによる取りやめ

遠山小学校 （３） 07 大規模改造（法令等） 校 - R2.2～R2.3 - R2年度に繰越し

三里塚小学校 （４） 37 太陽光発電等 - - R2.2～R2.3 - R2年度に繰越し

三里塚小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R2.2～R2.3 - R2年度に繰越し

豊住小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 屋 - R2.2～R2.3 - R2年度に繰越し

成田中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 - R2.2～R2.3 - R2年度に繰越し

西中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 - R2.2～R2.3 - R2年度に繰越し

中台中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 - R2.2～R2.3 - R2年度に繰越し

吾妻中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 - R2.2～R2.3 - R2年度に繰越し

玉造中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 - R2.2～R2.3 - R2年度に繰越し

公津の杜中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 - R2.2～R2.3 - R2年度に繰越し

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）


